
番
号 評価の視点 根拠資料

1
保育職養成校の専門性を活かした、公開講座の実施や地域の学校等への派遣を積極的
に行っている。

・本学ウェブ
サイト「教
育・保育支援
センター」

2
教職員及び学生が保育職養成校の専門性を活かした学校、園でのボランティア活動等
を通じて、地域に貢献している。

・本学ウェブ
サイト「お知
らせ」

3
教員の養成の目標及び当該目標達成のための計画(以下、「教員の養成の目標等」と
いう。)を明文化している。

・本学ウェブ
サイト「大学
案内」

4 教員の養成の目標等を学内外に表明している。
・本学ウェブ
サイト「大学
案内」

5
保育学科は、教員養成の目標等に基づく教育者・保育者養成が、地域・社会の要請に
応えているか定期的に点検している。

・本学ウェブ
サイト「学修
成果の評価に
関する方針
（アセスメン
ト・ポリ
シー）」

6 教職課程の自己点検・評価のための規程及び組織体制を整備している。

・山口学芸大
学及び山口芸
術短期大学教
育課程委員会
規程
・山口学芸大
学・山口芸術
短期大学にお
ける教職課程
の自己点検・

令和6年度　教職課程自己点検・評価報告書（山口芸術短期大学）

Ⅰ-C
（内部質
保証）

教学マネジメントと教育の質保証を確立するために、全学的な自己点検・評価の項目に
教職課程の自己点検・評価も取り入れ、一体的な自己点検・評価体制を構築している。
また、教職課程の自己点検・評価を、教育課程委員会規程に実施事項として規定し、評
価の観点については国のガイドラインや他の評価機構の実施例を参考にしながら設定
し、教育課程委員会がこれらの観点を取り込んだ評価案を検討した後に、大学全体の自
己点検・評価委員会に案を提出する旨を規定した実施要領を作成し、自己点検・評価委
員会において共有している。以上の事から、組織体制は整備されている。

Ⅰ-B
（教育の
効果）

本学は、建学の精神、教育理念、教育目的に基づいた人材育成を行っており、本学にお
ける教員の養成の目標等については、本学ウェブサイト(https://www.yamaguchi-
jca.ac.jp/about/disclosure/)内で明文化したものを公表している。

本学における教員の養成の目標等を、本学ウェブサイト(https://www.yamaguchi-
jca.ac.jp/about/disclosure/)内で公表している。

教育実習、保育実習の実習先との「実習懇談会」を定期的に行うとともに、卒業生の就
職先にアンケート調査を依頼し、その結果を本学ウェブサイト
（https://www.yamaguchi-jca.ac.jp/about/policy-assessment/）内で公表することに
より、教員養成の目標等に基づく教育者・保育者養成が地域・社会の要請に応えている
か点検している。

基準Ⅰ   建学の精神・教育の効果・内部質保証

現状説明及び自己点検・評価

Ⅰ-A
（建学の
精神）

教育・保育支援センター主催で保育・教育者対象の公開講座「夏期講座」を開催すると
ともに、「亀山幼稚園お泊り保育」へ教職員を派遣するなど保育職養成校の専門性を活
かした公開講座の実施や地域の学校等への派遣を行っている。

本学の企画や学外からの要請に応え、保育者養成校としての本学教職員や学生の専門性
を活かし、地域との連携や地域への公開を前提とした講座・イベントの企画開催、参加
をした。
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番
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評価の視点 根拠資料 現状説明及び自己点検・評価

7 教職課程の自己点検・評価を、自己点検・評価と一体的に行っている。
・本学ウェブ
サイト「大学
評価」

8
教職課程の自己点検・評価の結果を学内で共有し、自己点検・評価報告書と一体的に
公表している。

・本学ウエブ
サイト「大学
評価」

9 教職課程の質保証に向けて、教育課程委員会で学修成果の検証を行っている。

・山口芸術短
期大学　教育
課程委員会議
事録

10 教育職員免許法施行規則、教職課程認定基準等の変更などを確認し、遵守している。

・山口学芸大
学及び山口芸
術短期大学教
育課程委員会
規程

11 教職課程認定基準に則り体系的な教職課程を編成している。
・山口芸術短
期大学学則別
表Ⅰ

12 教職課程の科目は、該当するコアカリキュラムに基づいた内容となっている。
令和6年度シラ
バス

13 保育学科は、履修カルテを適切に活用できている。 ・履修カルテ

基準Ⅱ   教育課程・学生支援

Ⅱ－A
（教育課
程）

学長を委員長とする教育課程委員会を中心にPDCAサイクルを確立し、変更が必要な折に
は適切に文部科学省に届け出をしており、教職課程認定基準に則り体系的な教育課程を
編成しているといえる。

該当するコア・カリキュラムに基づいた内容となっている。教員が授業計画を変更する
場合はコア・カリキュラムに基づくよう要請し、事務局でも確認を行っている。

学修ポートフォリオに含まれる履修カルテを印刷して学生に配付し、面談等を通して学
生の指導に適切に活用している。

Ⅰ-C
（内部質
保証）

令和4年度から、短期大学基準協会の自己点検評価基準と教職課程の項目を照らし合わ
せての自己点検・評価の実施を一体的に行っている。

項目を一覧表としてまとめたことで各項目において点検・評価する観点が整理された。
一体的に作成された本学自己点検・評価報告書について本学ウェブサイト
(https://www.yamaguchi-jca.ac.jp/about/evaluation/)内で公表している。

学修成果の検証については、アセスメント・ポリシー及びアセスメント・ポリシー細則
別表第一に定めた多様な指標に基づき点検・評価をすることとしている。別表第一に定
めた23指標のうち、開示に適する18指標については公表するとともにIRフォルダーに格
納し、教育課程委員会で検証を行っている。

本学では教育課程委員会において、教育職員免許法施行規則、教職課程認定基準等の変
更点のポイントを把握し情報を共有するとともに、必要に応じて関係規程の改正する
等、適切な対応がなされている。
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14
保育学科では、教員養成の目標等の達成状況について、多様な指標に基づき、点検・
評価し、公表している。

・山口芸術短
期大学　学修
成果の評価に
関する方針(ア
セスメント・
ポリシー)

15 保育職に就いた卒業生の園や施設からの評価を聴取している。

・本学ウェブ
サイト「学修
成果の評価に
関する方針
（アセスメン
ト・ポリ
シー）」

16 保育学科は、聴取した結果を、教職課程の学修成果の点検に活用している。

・本学ウェブ
サイト「学修
成果の評価に
関する方針
（アセスメン
ト・ポリ
シー）」

17 教職協働で、教職課程の運営や教員免許状取得に係る支援をしている。
・事務組織規
則

Ⅱ-B
（学生支
援）

本学の教職課程に関する支援体制は、事務局の学生部教務課及び学部の教務担当教員が
日常的に連携するとともに、学生に対しチューターによる学修ポートフォリオ(履修カ
ルテを含む）を用いた個別の面談指導を行い、学科会議等で支援状況の情報共有を図っ
ている。
学生部の学部・学科支援員も学生部の窓口で日々丁寧に相談に応じている。
組織的には、教職協働の教務委員会、教育課程委員会、必要に応じて教授会等において
も協議の場を設けている。
以上のことから全学的かつきめ細やかな支援体制が整備、運営されている。

Ⅱ－A
（教育課
程）

教員養成の目標の達成状況(学修成果)について、アセスメント・ポリシー及びアセスメ
ント・ポリシー細則別表第一に定めた多様な指標に基づき点検・評価をすることとして
いる。令和4年度からアセスメントの実施方法に、卒業生へのアンケートを追加した。
別表第一の23指標のうち、開示に適する18指標については、公表するとともにIRフォル
ダーに格納し、エビデンスデータとして大学のサーバーで一元管理し、教育改善に活用
できるようにしている。令和7年度に向けてアセスメント・ポリシーをアセスメントプ
ランとし、評価指標や運用の見直しを行った。

保育学科では、例年新卒訪問を実施し園長や本人から口頭で様子を確認している。ま
た、卒業生の就職先に学修ベンチマークルーブリックに基づく評価を依頼している。

学修ベンチマークルーブリックを活用して、学修成果（保育学科の定める8つの力）の
平均値をレーダーチャートとして本学ウェブサイト（https://www.yamaguchi-
jca.ac.jp/about/policy-assessment/）内で公表し、教職課程の学修成果の点検・改善
検討に活用している。
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評価の視点 根拠資料 現状説明及び自己点検・評価

18
教職課程を実施する教員は、ＩＣＴの活用など新たな手法を導入し、多様な学びをも
たらす工夫を行っている。

・シラバス
・授業アン
ケート

19 教職課程の適切な履修指導を行っている。 ・シラバス

20 教員の養成の目標達成に向けて、教職課程に関する情報の提供ができている。 ・シラバス

21 保育職志望の学生の進路実現に向けて、補習授業等を行っている。

・授業時間割
・学生ハンド
ブック
（チュー
ター）

22 教職支援のための組織を整備し、活動している。

・山口学芸大
学及び山口芸
術短期大学
キャリア支援
センター規則

23 保育学科は、専門職への採用試験対策の支援を行っている。
・授業時間割
・シラバス

Ⅱ-B
（学生支
援）

ICT機器を活用する授業では、保育者養成において必要とされるICT活用の内容を指導し
た。特に領域に関する科目や指導法については、コアカリキュラムと照らし合わせ、
ICTを活用した保育の展開に関する内容をシラバスに記載している。また、授業アン
ケートにより、学生視点で、各教員の授業の工夫を調査し、授業改善に生かしている。

保育学科では、「入学前セミナー」の実施により学生の状況をいち早く把握し、履修指
導につなげている。また、「保育者入門セミナーⅠ」や「進路研究」など系統的なキャ
リア教育体制をとることにより保育者（教員含む）養成の目標を達成するために、教職
課程を含む本学の教育課程の適切な履修について、丁寧な指導や必要な情報提供が行わ
れており、適切に対応がなされているといえる。

保育学科では、「入学前セミナー」を通した学生の状況把握によりスムーズな進路支援
につなげている。また、「保育者入門セミナーⅠ」や「進路研究」など系統的なキャリ
ア教育体制のもと必要な情報提供がなされている。また、保育者・教員養成の目標の達
成に向けて教職課程を含む本学の教育課程の適切な履修についてキャリア支援センター
とも連携しながら情報提供が行われており、適切に対応がなされているといえる。

入学直後から各チューターによる個別指導や授業担当者での個別フォローを行ってい
る。また、2年次には就職地区担当教員とキャリアコンサルタントが連携し、学生との
個別面談や進路についての相談を行い、採用試験に関する情報を提供するとともに、希
望する学生へ公務員試験対策や幼稚園協会試験対策の講座を提供しており、進路実現に
向けた補習授業等の対応は行われているといえる。

キャリア支援センター内に保育職支援室を組織し、担当教職員が学科との連携により、
保育職志望学生への職業意識の啓発、就職の相談及び指導、就職情報の提供等を行って
いる。その結果、保育職希望者の就職率は100％であり、適切な体制づくりのもと活動
がなされているといえる。

1年次の「保育者入門セミナーⅡ」や２年次の「進路研究」の授業で保育に関する職業
観等の醸成とともに社会人としての心構えや進路について主体的に考えるキャリア教育
を行っている。さらに2年次では就職地区担当教員とキャリアコンサルタントが連携
し、学生との個別面談や進路についての相談を行い、採用試験に関する情報を提供する
とともに、希望する学生へ公務員試験対策や幼稚園協会試験対策の講座を提供してい
る。系統的かつ適切なタイミングで専門職への採用試験対策がなされており、適切に対
応しているといえる。
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24
Ⅲ-A
（人的資
源）

教育職員免許法施行規則や教職課程認定基準に定める必要専任教員数を充足してい
る。

・本学ウェブ
サイト「情報
公開」

25
Ⅳ-C
（ガバナ
ンス）

教育職員免許法施行規則の規定に基づき、情報を公表している。
・本学ウェブ
サイト「情報
公開」

基準Ⅲ   人的資源・物的資源・技術的資源をはじめとするその他の教育資源・財的資源

教育職員免許法施行規則や教職課程認定基準に基づき必要な専任教員数を把握してお
り、専任教員数は充足されている。本学ウェブサイト(https://www.yamaguchi-
jca.ac.jp/about/disclosure/)内で公表している。

基準Ⅳ   リーダーシップとガバナンス・学長のリーダーシップ・ガバナンス

教育職員免許法施行規則の規定に基づき、「教育研究上の基本組織」や「教員組織、教
員の数並びに各教員が有する学位及び業績」等について、本学ウェブサイト
(https://www.yamaguchi-jca.ac.jp/about/disclosure/)内の「情報公開」ページにお
いて必要な情報は明示されている。また、適切な情報の公表に向けて、本学ウェブサイ
トの内容や文言について不断にチェックを行うなど、具体的かつ効果的な情報提供がな
されている。
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